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令和２年第４回農業委員会総会 

 

 

１ 日  時  令和２年４月２８日（火） 

        午前９時５５分～午前１０時３０分 

 

２ 場  所  大竹市役所５階第１委員会室 

 

３ 出席委員 

（農業委員） 

議 席

番 号 
氏    名 

議 席 

番 号 
氏    名 

１ 廣兼 勝清 ７ 田中 博幸 

２ 小川 裕希恵 ９ 橋村 實男 

３ 古木 麻知子   

４ 島原 順二   

６ 正木 靜夫   

（最適化推進委員） 

議 席

番 号 
氏    名 

議 席 

番 号 
氏    名 

 田中 弘明   

 

４ 欠席委員 

議 席

番 号 
氏    名 

議 席 

番 号 
氏    名 

８ 農業委員 

竹端 只雄 

  

 最適化推進委員 

松本 勝行 

  

 

５ 出席職員 

職 名 氏    名 職 名 氏    名 

事 務 局 長   前田 新吾 事務局主幹兼農地係長   川本 義典 

事務局書記   早川 正二     
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６ 議題日程 
上程順序 議題番号 内      容  
日程第１    
日程第２    
日程第３  
日程第４    
日程第５    
日程第６    
日程第７  

 
承 認 第 １ 号    
議 案 第 ３ 号    
議 案 第 ４ 号  
議 案 第 ５ 号    
議 案 第 ６ 号    
報 告 第 ４ 号    
報 告 第 ５ 号   

 
専決処分の承認について 
（人事異動に伴う解任及び任命）  
農地法第３条の規定による許可申請に

ついて  
非農地証明の申請について  
大竹市農用地利用集積計画（第９１期）

の決定について  
農地法等に基づく大竹市農業委員会の

処分に係る審査基準等の改正について  
農地法第４条第１項第８号の規定によ

る農地転用届出の専決処理について  
農地法第５条第１項第７号の規定によ

る農地転用届出の専決処理について   
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事務局長 
 ご起立ください。ただ今から，令和２年第４回大竹市農業委員会総会を開催いたし

ます。一同，ご礼，ご着席下さい。 
廣兼会長（挨拶） 
  
廣兼会長  本日の出席委員は１０名中８名で定足数に達しておりますので，これより令和２年
第４回大竹市農業委員会総会を開会いたします。 
この際，本日の議事録署名委員は大竹市農業委員会会議規則第１７条第２項の規定

により，会長において，３番古木麻知子委員，４番島原順二委員を指名いたします。

よろしくお願いいたします。 
これより，日程第１承認第１号専決処分の承認についてを議題といたします。本件

について事務局より説明を求めます。 
事務局（川本） 
それでは，承認第１号専決処分の承認についてを説明いたします。 

議案書は２ページをご覧ください。去る４月１日付けの人事異動において農業委員

会事務局長の小田健治さんが建設部監理課長に着任され農業委員会事務局主幹兼農

地係長の住田実喜男さんが市民生活部市民税務課大竹支所長へ異動されました。 

農業委員会事務局長といたしまして，事務局主幹から前田新吾さんが昇格すること

となりました。また後任の事務局には，総務部総務課秘書係長から，事務局長補佐と

して野島史雄さんが，市民生活部環境整備課から，事務局主幹兼農地係長に川本義典

が着任することとなりました。 

本来なら農業委員会総会を招集し，その職の解任辞令並びに農業委員会事務局の任

命辞令の交付につきまして，農業委員の皆様方にご協議をお願いするところですが，

この人事異動の辞令が４月１日付けでございましたので，大竹市農業委員会規程第５

条第１項第３号の規定によりまして会長において専決処分をさせていただきました

ので，ご承認をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 

以上でございます。 

廣兼会長 
本件につきまして，質疑及び意見はございませんか。 

（質疑及び意見なしの声） 

廣兼会長 
質疑及び意見はなしと認めます。お諮りいたします。 

本件につきまして，承認することに決してご異議ございませんか。 
（異議なしの声） 

廣兼会長 
ご異議ございませんので，本件については承認することに決定されました。 
続きまして，日程第２議案第３号農地法第３条の規定による許可申請についてを議
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題といたします。本件について事務局から説明を求めます。 
事務局（川本） 
それでは，議案第３号農地法第３条の規定による許可申請についてご説明いたしま

す。議案書は３ページ，地図は４ページをご覧ください。譲受人は大竹市白石一丁目

の○○ ○○さん，譲渡人は山口県岩国市の株式会社○○，○○ ○○さんです。申

請地は，白石一丁目○○番○○，面積は３２㎡です。 

申請地は平成３０年２月２６日に開催された平成３０年第２回農業委員会総会で

ご報告しました土地です。この土地は，このたびの譲渡人の株式会社○○が申請地付

近にあります○○番○○，○○番○○等の土地を分譲宅地にするにあたり，進入路拡

幅で必要となったため取得しています。しかしその後，この宅地計画がご破算となり，

今回の申請地である土地が農地のままであるため，会社という法人でこのまま農地と

して所有することができないことから，このたび○○さんとの間で売買の話がまとま

ったと聞いています。譲受人の○○さんが提出された営農計画書にも書かれています

が，今後大根などの野菜を作ると聞いております。 

なお，５ページの農地法第３条調査書にありますように，農地法第３条第２項各号

に規定されております許可できない項目については，すべて該当しないため，事務局

としては許可相当と考えております。 

 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

廣兼会長 
それでは，本件について，地区担当委員代理の説明を求めます。４番島原委員お願

いいたします。 
島原委員 
 事務局より説明のあったとおり何も問題ないと思います。 
廣兼会長 
本件につきまして，質疑及び意見はございませんか。 

（質疑及び意見なしの声） 
廣兼会長 
質疑及び意見はなしと認めます。お諮りいたします。 

本件につきまして，申請のとおり許可することに決して，ご異議ございませんか。 
（異議なしの声）  

廣兼会長 
ご異議ございませんので，本件については，申請のとおり許可することに決定され

ました。 

 続きまして，日程第３議案第４号非農地証明の申請についてを議題といたします。

本件について，事務局より説明を求めます。 
事務局（川本） 
それでは議案第４号非農地証明の申請についてをご説明いたします。議案書は６ペー
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ジ，地図は７ページをご覧ください。 

申請地は，立戸二丁目○○番○○，登記地目は田，現況は宅地，面積は３３㎡の土

地です。申請人は，広島市佐伯区楽々園五丁目の○○ ○○さんです。申請理由は地

目変更のためです。改廃年月日は昭和４２年９月６日となっています。場所は，玖波

青木線より西側の総合市民会館裏に抜ける市道に面しています。かい廃年月日につい

ては，建物の建築年を記載しており，建築年は，申請人に根拠資料として提出してい

ただきました登記記載事項証明書の写しで確認しております。現在２階建ての住宅が

建っています。この住宅が建っている主たる地番が○○番○○ですが，申請地の地番

が公図にないことから，公図訂正を行い，申請地が宅地として利用されていることと

なり，今回の申請に至ったものです。 

広島県の農地法に関する各種証明事務取扱ガイドラインに沿って検討すると，今回

の申請地は，昭和２７年１０月２１日以降の人為的な潰廃地となるものの，転用の事

実行為からおおむね２０年以上が経過しており，農地転用行政上も支障がないものと

認められる土地については非農地証明の対象にできるとされておりますので，本案件

は該当する事案と考えます。 
以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

廣兼会長 
それでは，本件について，地区担当委員の説明を求めます。９番橋村委員お願いい

たします。 
橋村委員 
 ４月２０日調査に参りました。現地には既に家があり，隣は空き地ですが駐車場と

なっているため，支障はないと思います。以上です。 
廣兼会長 
続きまして，本件について現地調査員の意見を求めます。３番古木委員お願いいた

します。 
古木委員 
 橋村委員が述べたように問題はないと判断しました。以上です。 

廣兼会長 
本件につきまして，質疑及び意見はございませんか。 

（質疑及び意見なしの声）  
廣兼会長 
質疑及び意見はなしと認めます。お諮りいたします。本件につきまして，申請のと

おり証明することに決して，ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 
廣兼会長 
ご異議ございませんので，本件について申請のとおり証明することに決定されまし

た。続きまして，日程第４の議案第５号大竹市農用地利用集積計画第９１期の決定に
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ついてを議題といたします。本件の順位１および順位２につきましては，島原委員が

農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に該当するため，一時退席をお

願いいたします。 

（島原委員退室） 
廣兼会長 
それでは，まず，本件の順位１および順位２について事務局より説明を求めます。 

事務局（川本） 
それでは議案第５号大竹市農用地利用集積計画第９１期の決定についてにつきま

して，４月１０日付けで大竹市長から審議の依頼がありましたので，順位１よりご説

明いたします。議案書は１０ページと１１ページ，地図は１４ページをご覧ください。

利用権の設定を受ける方は，後原にお住まいの○○ ○○さん。利用権を設定する方

は奥谷尻にお住まいの○○ ○○さんです。申請地は奥谷尻下向井○○－○○外２筆

で，面積は合計１,５０２㎡，利用権の種類は賃貸借で，借賃は１０ａあたり年間１

万円です。○○さんは○○の代表者の一人で，申請地を借り受けて耕作してまいりま

したが，この４月３０日で契約切れとなるため令和３年４月３０日まで，１年間の継

続で契約を結ぶものです。 

続いて順位２ですが，議案書は１２ページと１３ページ，地図は１４ページをご覧

ください。利用権の設定を受ける方は，順位１と同じく○○ ○○さん。利用権を設

定する方は奥谷尻にお住まいの○○ ○○さんです。申請地は奥谷尻下向井○○外２

筆で面積は合計１,６０８㎡，利用権の種類は賃貸借で借賃は１０ａあたり年間１万

円です。 

順位１と同じく申請地を借り受けて耕作してまいりましたが，こちらもこの４月３

０日で契約切れとなるため，新たに令和３年４月３０日まで，１年間の継続で契約を

結ぶものです。 

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

廣兼会長 
続きまして，本件について地区担当委員の意見を求めます。７番田中委員お願いい

たします。 

田中委員 

４月２０日現地確認を行いました。現地は適切に管理されており何も問題はないと

思います。 

 

廣兼会長 
本件につきまして，質疑及び意見はございませんか。 

（質疑及び意見なしの声） 

廣兼会長 
質疑及び意見はなしと認めます。お諮りいたします。 
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本件については，計画のとおり決してご異議ありませんか 

（異議なしの声） 

廣兼会長  ご異議ございませんので，本件の順位１および順位２については計画のとおり決定
されました。 

（島原委員入室） 
廣兼会長 
 島原委員にお伝えします。本件の順位１および順位２については計画のとおり決定

されました。 
廣兼会長 
引き続きまして，順位３以降について事務局より説明を求めます。 

事務局（川本） 
それでは，順位３をご説明いたします。議案書は１５ページと１６ージ，地図は１７

ページになります。利用権の設定を受ける方は，松ヶ原町にお住まいの○○ ○○さ

ん，利用権を設定する方は玖波二丁目にお住まいの○○ ○○さんです。申請地は松

ヶ原町字半田○○－○○で現況地目は田，面積は１,３８２㎡，利用権の種類は使用

貸借です。 

継続の契約で令和５年４月３０日まで，新たに３年間の契約を結ぶものです。 

続きまして順位４をご説明します。議案書は１８ページと１９ージ，地図は２０ペ

ージになります。利用権の設定を受ける方は，松ヶ原町の○○ ○○さん。利用権を

設定する方は，松ヶ原町の○○ ○○さんです。 

申請地は，松ヶ原町字半道○○番○○外６筆で，面積は合計４,０３２㎡。利用権

の種類は使用貸借です。この利用権設定は，例年３月に審議依頼がありましたが，本

年は両者の間に合意があったものの，書類が整うのに時間を要したため，この時期に

なったものです。現地は，水稲耕作するところとこれから野菜作りをする予定のとこ

ろとなっています。また，利用権を設定する○○ ○○さんの意向により利用権設定

期間が令和２年１１月３０日までの契約を結ぶものとなっています。 

続きまして，順位５をご説明いたします。議案書は２１，２２ページ，地図は２３

ページになります。 

利用権の設定を受ける方は，栗谷町後原の○○ ○○さん，利用権を設定する方は，

同じく栗谷町後原の○○ ○○さんです。 

申請地は，栗谷町後原字大下○○番○○ほか１筆で，面積は２,４５２㎡，利用権

の種類は賃貸借で借賃は物納です。申請地を借り受けて耕作してまいりましたが，４

月３０日で契約期間が満了となることから，新たに令和８年４月３０日までの６年間

の契約を結ぶものです。 

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。  
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廣兼会長 
続きまして，本件について地区担当委員の説明を求めます。まず，順位３及び順位

４については私が発言させていただきます。次に順位５は４番島原委員に，発言をお

願いいたします。 

廣兼会長 
順位３につきましては，○○さんが○○さんの土地を引き続き耕作をするというこ

とで話がまとまりました。高齢になりましたが，休みの日などは息子夫婦が一緒に手

伝ってやっておりますので問題ないと思います。 

 順位４につきましては，貸主の○○さんが毎年の利用権にして欲しいということで

毎年稲作の期間だけにしておるということです。よろしくお願いします。 

島原委員 

後原の○○さんは今年も例年通りやられておりますのでよろしいかと思います。 

廣兼会長 

本件につきまして，質疑及び意見はございませんか。 

（質疑及び意見なしの声） 

廣兼会長 
質疑及び意見はなしと認めます。お諮りいたします。 

本件については，計画のとおり決してご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

廣兼会長 
ご異議ございませんので，本件については計画のとおり決定されました。 

 続きまして，日程第５議案第６号農地法等に基づく大竹市農業委員会の処分に係る

審査基準等の改正についてを議題といたします。 

本件について事務局より説明を求めます。 

事務局（川本） 
それでは，議案第６号についてご説明いたします。議案書２４ページになります。 

また，議案と同封の資料に一部誤りがありましたので改めて資料１，資料２，資料３

をお配りしています。 

まず初めに，農業委員会が行う農地法に基づく事務処理及び審査についてご説明し

ます。 

平成１９年４月から広島県条例により県の権限で決定されていた農地法第４条，第

５条，第１８条などの許可案件について，市町に権限移譲されたことに伴い平成２２

年４月各市町における運用を統一化し円滑に実施することなどを目的に，広島県が農

地法関係事務処理ガイドラインを策定しております。このたび広島県がこのガイドラ

インを改正したことに伴い農地法等に基づく処分に係る審査基準を大竹市において

も審議する必要がありますのでご提案させていただきます。 

なお，審査基準は広島県が新たに示した基準と同一にしております。 
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資料１農地法等に基づく処分に係る審査基準等について，ホッチキス止めの横長に

なります資料２農地法等に基づく処分に係る審査基準等について新旧対照表，資料３

農地法等に基づく処分に係る審査基準等についてをお配りしております。 

それでは，資料に沿ってご説明いたします。 

まず，資料１をご覧ください。このたびの主要な改正点として，法第４条，第５条

関係の許可に係る審査基準の一般基準に，農業上の効率的かつ総合的な利用の確保と

いう要件を追加するとしています。 

具体的には，農地等の転用及び転用目的の権利移動の許可基準における立地基準に

該当する場合であっても，一般基準として不許可事由が定められておりますが，この

基準に農業上の効率的かつ総合的な利用の確保として，基盤法第 18 条第 5 項の規定

による申出があってから同法第 19 条の規定による公告があるまでの間において，当

該申出に係る農地を転用することにより，当該申出に係る農用地利用集積計画に基づ

く農地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがあると認められる場合等，公告に至らない

段階であっても農地の利用・集積に係る計画に含まれた土地について転用の許可がで

きない旨を定めたものです。農地転用及び転用目的の許可基準に，農業を継続する形

での仮設工作物の設置や一時的な利用においては，通常の３年以内であったものを１

０年以内の期間とするものです。 

２つ目ですが，農地等の転用に関する許可基準において国通知に記載された許可条

件の追加と許可指令書に添付する注意事項等を明記するものです。 

農用地区域内の農地の転用は，原則として許可しないのですが，仮設工作物の設置

その他の一時的な利用に供するために行うものであって，太陽光発電設備を法面又は

畦畔に設置する場合や，支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備を設置する場合

など，農地等への原状回復が容易にできる施設に供する場合に期間を限定して許可す

ることができると記載しました。 

一時的な利用の期間は，申請に係る目的を達成できる必要最小限の期間であり，農

業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼさないようにするため３年以内の期間に限

定されますが，その中で営農型発電設備において，認定農業者等担い手が自ら所有す

る農地又は賃借権その他の使用収益権を有する農地等を利用する場合や，荒廃農地を

再生利用する場合は，10年以内の期間とするという形での利用が認められました。 

次に資料２をご覧ください。ただいまご説明しましたことを表にしています。右側

に現行を左側に改正に分けてどこを改正するか比較し，改正したところを赤字で印字

したうえで一覧にしています。ご説明しました１つ目は４ページ目に，２つ目のこと

は３ページ目にございます。 

また，資料３ですが，こちらは，このたび改正したものを取り込んでまとめたもの

にしております。それぞれ，３６ページ，１８ページに赤字で記載しております。 

以上となります。ご審議をお願いします。 
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廣兼会長 
本件につきまして，質疑及び意見はございませんか。 

（質疑及び意見なしの声） 
廣兼会長 
質疑及び意見はなしと認めます。お諮りいたします。 
本件について，審査基準等を改正することに決して，ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 
廣兼会長 
異議なしと認めます。本件については審査基準等を改正することに決定されました。 
続きまして，これより，日程第６報告第４号農地法第４条第１項第８号の規定によ

る農地転用届出の専決処理についてを議題といたします。次の届出について，大竹市

農業委員会規程第８条第１項第７号の規定により，事務局長において専決処理をした

ので，報告させます。本件について，事務局より報告をお願いします。 

事務局（川本） 
それでは，報告第４号について，事務局長において専決処理しましたので，順位１

からご報告いたします。議案書は２５ページ，地図は２６ページをご覧ください。 

 届出人は，江田島市の○○ ○○さんです。所在は立戸三丁目○○番○○と○○番

○○，面積はそれぞれ，７６㎡，１３㎡です。場所は，立戸青木線から立戸配水池へ

向かう途中になります。登記地目は田と畑ですが，現況は道路となっております。現

地調査の現況は未舗装の道路でした。 
地区担当委員さんからも届出地の横は駐車場であり，周辺は荒地，空き家，倉庫等

であり，現状としては進入通路として使用されていることから特に支障になることは

ないというご意見をいただいています。４月７日にこの届出を受理しております。 

順位２について議案書は２５ページ，地図は２７ページをご覧ください。 

 届出人は，大竹市新町三丁目の○○ ○○さんです。所在は新町三丁目○○番○○，

面積は７２㎡です。場所は，大竹郵便局前交差点を南東に進み，三興化学工業株式会

社前の三叉路を右に進んだ先です。添付地番図は令和２年４月１日に○○番○○から

分筆されたもので，地目は畑で，現況も畑となります。現地調査の現況は，休耕状態

でございました。 
地区担当委員さんからも届出地の周辺は住宅地，農地，駐車場等があり，里道に接

しており，道路として使用することに支障になることはないというご意見をいただい

ています。４月９日にこの届出を受理しております。 

以上でございます。 
廣兼会長 
本件につきまして，質疑及び意見はございませんか。 

（質疑及び意見なしの声）  
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廣兼会長 
質疑及び意見はなしと認めます。 
続きまして，日程第７報告第５号農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用

届出の専決処理についてを議題といたします。 
次の届出について，大竹市農業委員会規程第８条第１項第７号の規定により，事務

局長において専決処理をしたので，報告させます。本件について，事務局より報告を

お願いいたします。 
事務局（川本） 
それでは，報告第５号について，事務局長において専決処理しましたので，順位 1

からご報告いたします。 

議案書は２８ページ，地図は３０ページをご覧ください。 

譲受人は広島市中区上幟町の株式会社○○，○○ ○○さん，譲渡人は大竹市東栄

一丁目の○○ ○○さんです。届出地は北栄○○番，面積は３６６㎡，同じく○○番，

面積は４０３㎡。合わせて２筆の農地です。登記地目は２筆とも田ですが，現況は果

樹など植えられた畑となっています。転用目的は駐車場にするためです。なお，こち

らは３年間の賃貸借の権利設定をするとなっております。申請地の場所ですが，国道

２号線の翠橋交差点付近にある居酒屋八剣伝の海側隣接地になります。周辺は店舗，

道路で囲まれ，地区担当委員さんからも，転用による周辺への支障はないというご意

見を頂いております。３月１６日にこの届出を受理しております。 

続きまして順位２についてご説明いたします。議案書は２８ページ，地図は３１  

ページ，３２ページをご覧ください。 

譲受人は大竹市東栄一丁目の○○ ○○さん。譲渡人は，有限会社○○，○○ ○

○さんです。届出地は，東栄一丁目○○番○○，登記地目は畑，面積は，７．４７㎡，

同じく東栄一丁目○○番○○，登記地目は畑，面積は２．４９㎡。合わせて２筆の合

計面積が９．９６㎡になります。転用目的は，宅地の一部にするためです。申請地は

今年１月の第１回農業委員会総会でご報告しました転用地の一部です。この農地を共

同住宅にするため造成していたところ，隣接地に住居を構える譲受人の○○さんが宅

地を広げるため，譲渡人に売買の相談をしたところ，このたび譲り渡しの話がまとま

ったと聞いています。場所は，東栄一丁目の県営東栄住宅１号棟北側敷地沿いになり

ます。申請地周辺は道路と住宅に囲まれております。地区担当委員さんが都合が悪か

ったため，隣接地区担当委員さんに現地調査をお願いしました。委員さんからも，周

辺農地に特に支障はないというご意見をいただいております。どちらも３月１６日に

この届出を受理しております。 

続きまして，順位３についてご説明いたします。議案書は２９ページ，地図は３３

ページをご覧ください。 

譲受人は大竹市玖波八丁目の○○ ○○さん，譲渡人は，大竹市玖波七丁目の○○

○○さんです。届出地は，玖波八丁目○○番○○，面積は１６７．１２㎡です。登記
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地目は，宅地ですが，現況は野菜や果樹など植えられた畑となっております。転用目

的は届出地の隣地が譲受人の宅地であり，宅地を拡張するためです。なお，こちらは，

現況が畑であるために，所有権移転の際に農地法上の届出が必要とされたものです。

申請地の場所ですが，玖波海望園の団地の一画となります。周辺は三方が宅地で住宅

建築されており，一方は道路です。地区担当委員さんからも，住宅地の中であり，転

用による周辺への支障はないというご意見を頂いております。４月７日にこの届出を

受理しております。 

以上でございます。 
廣兼会長 
本件につきまして，質疑及び意見はございませんか。 

（質疑及び意見なしの声） 

廣兼会長 
質疑及び意見はなしと認めます。 
お諮りいたします。本日議決された案件のうち，字句，数字その他，整理を要する

ものにつきましては，その整理を会長に委任されたいと思いますが，これに，ご異議

ございませんか。 
（異議なしの声） 

廣兼会長 
異議なしと認めます。 
よって，案件のうち字句，数字その他，整理を要するものにつきましては，その整

理を会長に委任することに決定されました。 
 以上をもちまして，令和２年第４回大竹市農業委員会総会を閉会いたします。 
事務局長 
 ご起立ください。一同，ご礼。ありがとうございました。 
          


